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宿泊療養施設での生活

• 基本的には部屋の中で療養 

• 食事とゴミ出しのみ廊下へ 

• （数日おきのPCR検査）



宿泊療養受け入れ基準(旧)
無症状(※)で、感染防止に係る留意点が遵守できる者で、下記(1)を
満たす者 

  ※体温37.5°C以下、呼吸器症状(呼吸苦、息苦しさ)がない 

(1)発症後7日経過し、血中酸素飽和度95%以上の者で、医師が症
状や下記背景等を踏まえ入院の必要が ないと判断した者  

○背景...高齢者、コントロール不良の基礎疾患がある者(糖尿病、心
疾患又は呼吸器疾患患を有する者等)、透析加療中の者、免疫抑制
状態にある者(免疫抑制剤や抗がん剤を用いる者)、妊娠している
者、食物アレルギーのある者

宿泊療養受け入れ基準(新)
 無症状(※)で、感染防止に係る留意点が遵守できる者で、帰
国者・接触者専用外来医師又は保健所医師が下記背景等を踏
まえ、入院の必要なしと判断した者 

   ※呼吸器症状(呼吸苦、息苦しさ)がない 

○背景...高齢者、コントロール不良の基礎疾患がある者(糖尿
病、心疾患又は呼吸器疾患患を有する者等)、透析加療中の
者、免疫抑制状態にある者(免疫抑制剤や抗がん剤を用いる
者)、妊娠している者、食物アレルギーのある者



宿泊療養施設の問題点
• JMATが出務　人手不足 

• 病院ではないので処方ができない 

• 拘禁反応がでることある 

• 食事はお弁当のみ。アレルギー対応不可、食事療法不可 

• 色々なサービスが行き届かず、クレームを受けることがある

退所基準
• 発症10日目かつ、３日間症状消失（退院基準と同じ）

厚労省：退院基準・解除基準の改定概要


